
令和２年度補正予算(案)の 

概要 

令和２年４月 

内 閣 官 房 



（単位：億円）

内閣官房計 50.5

〔主な内訳〕

施　　　策

Ⅰ．感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬 6.3

　　の開発

⑴新型コロナウイルス感染症対策に係る普及啓発の推進 4.2

⑵新型コロナ感染症対策に係る情報収集センターの構築 2.0

　・運用

 Ⅱ．次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復 18.9

⑴オリンピック・パラリンピック基本方針推進調査 18.9

Ⅲ．強靱な経済構造の構築 25.3

⑴新型コロナウイルス水際対策等に係る国際連携確保の 0.5

　ための緊急業務体制の確保

⑵リモート化等によるデジタル・トランスフォーメー 23.9

　ションの加速に必要な情報システム関係予算（一括

　計上経費）

⑶情報収集業務継続のための通信機能の強化 0.9

（注１）複数の項目に該当する施策については、総表及び本文において、主な項目に
　　　一括して記載しているが、その金額は、該当する各項目に振り分けて計上して
　　　いることなどにより、項目の合計額と施策の合計額が一致しない場合がある。
（注２）四捨五入の関係上、合計が一致しない場合がある。

項　　　目 追加額

令和２年度補正予算（案）総表



 

 

〔単位：百万円〕 
 

1 
 

Ⅰ．感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発      628 

 

（１）新型コロナウイルス感染症対策に係る普及啓発の推進            424 

 

新型コロナウイルス感染症対策について、国民の生命を守るため、国民に対する正確で分か

りやすくかつ状況の変化に即応した情報提供等を、ソーシャルメディア等の多様な媒体を通じ

て、迅速かつ積極的に行う。 

 

 

 

（２）新型コロナ感染症対策に係る情報収集センターの構築・運用      204 

     

厚生労働省において、内閣官房と連携の上、別途構築・運営する全国の医療機関の情報を収

集する機能（検討中）を拡張して、各種生活関連施設の状況や必要物資の保有状況や生活必需

品を含めた供給状況等を円滑に把握できるシステムを構築し、国民への情報提供を行うととも

に関係省庁や地方公共団体がより効率的に連携を図れるようにする。 

 

  



 

 

〔単位：百万円〕 
 

2 
 

Ⅱ．次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復           1,892 

 

（１）オリンピック・パラリンピック基本方針推進調査                1,892 

 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会について、新型コロナウイルス感染症の拡大に

より困難に直面しているホストタウン自治体の安全性を確保・ＰＲし、各国選手団らが安心し

て来訪できる環境を整備するとともに、住民の相手国・地域の競技への理解・関心を向上させ

るなどホストタウン活動を通じて継続的な大会への機運醸成を図る取組の調査・支援を行う。 

 

 

 

 

 

  



 

 

〔単位：百万円〕 
 

3 
 

Ⅲ．強靱な経済構造の構築                            2,526 

 

（１）新型コロナウイルス水際対策等に係る国際連携確保のための緊急業務体制の確

保                                 47 
     

欧米等関係各国との国際連携により効果的な新型コロナウイルス水際対策の実施を確保する

ため、関係各国及び国内の緊急連絡手段を整備する。 

 

 

 

（２）リモート化等によるデジタル・トランスフォーメーションの加速に必要な情報

システム関係予算（一括計上経費）                  2,394 
     ※Ⅰにも該当 

国家公務員のテレワーク環境の整備として、大規模、長期間のテレワークにおいても円滑な

コミュニケーションを可能とし、行政事務を滞りなく継続するため、Ｗｅｂ会議を容易に開催

する環境の整備等を行う。 

また、民間事業者に対して、時間・場所の制約なく遠隔で迅速に支援等を提供するため、汎

用的な補助金申請システム（Ｊグランツ）の機能拡充と運用体制強化、事業者向け共通ＩＤシ

ステム（ＧビズＩＤ）の発行能力強化と迅速化を行う。 

 

 

 

（３）情報収集業務継続のための通信機能の強化                             85 

 

新型コロナウイルス感染拡大等においても情報収集業務を継続するため、内閣衛星情報

センターの通信システムに、保全措置を講じたＷｅｂ会議システム等を導入する。これに

より、拠点間での情報共有の円滑化と業務の分散が可能となる。 

 



区　　　　　　分 担　当　局　・　課 連　絡　先

Ⅰ．感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発

⑴新型コロナウイルス感染症対策に係る普及啓発の
　推進

新型コロナウイルス感染症対策推進室 （直）03-6257-3087

⑵新型コロナ感染症対策に係る情報収集センターの
　構築・運用

情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 （直）03-3581-3432

Ⅱ．次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復

⑴オリンピック・パラリンピック基本方針推進調査
東京オリンピック競技大会・東京パラリン
ピック競技大会推進本部事務局

（直）03-3581-0322

Ⅲ．強靱な経済構造の構築

⑴新型コロナウイルス水際対策等に係る国際連携
　確保のための緊急業務体制の確保

国家安全保障局
（代）03-5253-2111
（内82922）

⑵リモート化等によるデジタル・トランスフォー
　メーションの加速に必要な情報システム関係予
　算（一括計上経費）

情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 （直）03-3581-3489

⑶情報収集業務継続のための通信機能の強化 内閣衛星情報センター （代）03-3267-9500

連絡先一覧
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